
　

別
記
第
百
十
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

別
記
第
百
二
十
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

別
記
第
百
二
十
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

別
記
第
百
三
十
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附　

則

　

（
施
行
期
日
）

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

熊
本
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
八
号

　

熊
本
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
専
決
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

宮　

本　

卓　

治

　
　
　

熊
本
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
専
決
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

熊
本
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
専
決
処
理
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
熊
本
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

本
文
中
「
法
一
八
２
」
を
「
法
１
８
②
」
に
改
め
、
「
法
四
〇
１
」
を
「
法
４
０
①
」
に
改
め
、
「
法

四
五
２
」
を
「
法
４
５
②
」
に
改
め
、
「
令
五
五
２
Ⅱ
」
を
「
令
５
５
②
Ⅱ
」
に
改
め
、
「
法
一
四
一
、

一
六
四
の
五
３
、
一
六
四
の
七
２
」
を
「
法
１
４
１
、
１
６
４
の
５
③
、
１
６
４
の
７
②
」
に
改
め
、

「
法
一
四
八
２
」
を
「
法
１
４
８
②
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

熊
本
県
監
査
委
員
告
示
第
十
号

　

熊
本
県
監
査
委
員
が
管
理
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
代
表
監
査
委
員　

松　

島　

紀　

男

　
　
　

熊
本
県
監
査
委
員
が
管
理
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

熊
本
県
監
査
委
員
が
管
理
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
熊
本
県
監
査
委

員
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。　

　

第
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
公
務
員
」
を
「
公
務
員
等
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
第
三
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　
　

た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
開
示
請
求
を
拒
否
す
る
場
合　

別
記
第
四
号
の
二
様
式
（
行
政
文
書

　
　

の
存
否
を
明
ら
か
に
し
な
い
不
開
示
決
定
通
知
書
）

　

二　

開
示
請
求
に
係
る
行
政
文
書
を
管
理
し
て
い
な
い
場
合　

別
記
第
四
号
の
三
様
式
（
行
政
文
書
の

　
　

不
存
在
に
よ
る
不
開
示
決
定
通
知
書
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　

別
記
第
四
号
様
式
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
様
式
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

　
　
　
　
　
　
　

」

次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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２
　
条
例
第
1
0
条
に
該
当

３
　
そ
の
他

（
理
　
由
）

２
　
そ
の
他

（
理
　
由
）
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附　

則

１　

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
改
正
規
定
は
、
独
立

　

行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十
号
）
附
則
第
一

　

条
本
文
の
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
程
（
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

　

よ
る
改
正
後
の
熊
本
県
監
査
委
員
が
管
理
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
規
定
は
、
こ
の

　

規
程
の
施
行
の
日
以
後
に
さ
れ
た
開
示
請
求
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
さ
れ
た
開
示
請
求
に
つ
い

　

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

熊
本
県
監
査
委
員
告
示
第
九
号

　

熊
本
県
監
査
委
員
告
示
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
代
表
監
査
委
員　

松　

島　

紀　

男

　
　
　

熊
本
県
監
査
委
員
告
示
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規
程

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
程
は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
際
現
に
定
め
ら
れ
て
い
る
告
示
（
以
下
「
既
存
告
示
」
と

　

い
う
。
）
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
形
式
の
改
正
）

第
二
条　

既
存
告
示
の
形
式
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

　

一　

既
存
告
示
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
告
示
（
以
下
「
改
正
後
告
示
」
と

　
　

い
う
。
）
に
お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
告
示
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
告
示
に
お
け
る
左
方
と
す
る
。

　

二　

改
正
後
告
示
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
配
置
は
、
既
存
告
示
に
お
け
る

　
　

文
字
の
配
置
と
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
は
、
既
存
告
示
に
お
い
て
縦
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
様
式
並
び
に
既
に
左
横
書
き

　

の
形
式
を
と
っ
て
い
る
表
及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

　

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条　

既
存
告
示
中
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
に

　

改
め
る
。
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一　

章
、
節
、
条
、
表
及
び
様
式
の
番
号
と
し
て
用
い
ら
れ

　

て
い
る
漢
数
字

二　

号
番
号
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

三　

号
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

　

い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

　

る
当
該
文
字

四　

号
を
第
二
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

　

い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

　

る
当
該
文
字

五　

表
中
そ
の
内
容
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

　

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

　

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

六　

表
中
そ
の
内
容
を
第
二
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

　

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

　

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

七　

漢
数
字
（
一
の
項
及
び
二
の
項
に
定
め
る
も
の
及
び
次

　

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

　

イ　

固
有
名
詞
の
一
部
又
は
全
部
を
な
し
て
い
る
も
の

　

ロ　

熟
語
の
一
部
を
な
し
て
い
る
も
の

　

ハ　

数
量
又
は
順
序
を
示
す
意
味
が
薄
く
他
の
数
字
に
置

　
　

き
換
え
て
の
表
現
が
み
ら
れ
な
い
も
の

　

ニ　

数
字
の
表
記
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
万
又
は
億
で

　
　

当
該
数
字
が
百
万
以
上
の
数
を
示
す
場
合
の
当
該
万
又

　
　

は
億

八　

左
（
文
面
上
の
位
置
又
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い
ら

　

れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

九　

右
（
文
面
上
の
位
置
又
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い
ら

　

れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

十　

左
記

十
一　

上
欄

十
二　

下
欄

ア
ラ
ビ
ア
数
字

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数

字五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
五
十
音
順
に

よ
る
片
仮
名

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数

字五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名

ア
ラ
ビ
ア
数
字
（
漢
数
字
を
区
切
る

読
点
は
削
り
、
三
け
た
ご
と
に
コ
ン

マ
に
よ
っ
て
区
切
る
と
と
も
に
、
小

数
点
を
表
す
中
点
は
ピ
リ
オ
ド
に
改

め
る
。
）

次上
記

下
記

左
欄

右
欄



２　

前
項
の
表
七
の
項
か
ら
十
二
の
項
ま
で
の
規
定
は
縦
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
様
式
に
つ
い
て
、

　

同
表
三
の
項
か
ら
六
の
項
ま
で
及
び
八
の
項
か
ら
十
四
の
項
ま
で
の
規
定
は
法
令
の
規
定
を
引
用
す
る

　

部
分
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３　

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
監
査
委
員
が
別
に
定
め
る
。

　

（
雑
則
）

第
四
条　

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
監
査
委
員
が
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

熊
本
県
営
熊
本
城
プ
ー
ル
使
用
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
教
育
委
員
会
委
員
長　

今　

村　

潤　

子　

熊
本
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

　
　
　

熊
本
県
営
熊
本
城
プ
ー
ル
使
用
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

　

熊
本
県
営
熊
本
城
プ
ー
ル
使
用
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
熊
本
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
は
、
廃
止

す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

熊
本
県
教
育
委
員
会
規
則
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
教
育
委
員
会
委
員
長　

今　

村　

潤　

子

熊
本
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号

　
　
　

熊
本
県
教
育
委
員
会
規
則
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規
則

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
則
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
公
布
さ
れ
て
い
る
規
則
（
以
下
「
既
存
規
則
」
と

　

い
う
。
）
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
形
式
の
改
正
）

第
二
条　

既
存
規
則
の
形
式
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

　

一　

既
存
規
則
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
規
則
（
以
下
「
改
正
後
規
則
」
と

　
　

い
う
。
）
に
お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
規
則
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
規
則
に
お
け
る
左
方
と
す
る
。

　

二　

改
正
後
規
則
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
配
置
は
、
既
存
規
則
に
お
け
る

　
　

文
字
の
配
置
と
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
は
、
既
存
規
則
に
お
い
て
縦
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
様
式
並
び
に
既
に
左
横
書
き

　

の
形
式
を
と
っ
て
い
る
表
及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

　

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条　

既
存
規
則
中
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
に

　

改
め
る
。
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十
三　

よ
う
音
に
用
い
る
「
や
」
、
「
ゆ
」
、
「
よ
」
、
「
ヤ
」
、

　

「
ユ
」
又
は
「
ヨ
」

十
四　

促
音
に
用
い
る
「
つ
」
又
は
「
ツ
」

そ
れ
ぞ
れ
「
ゃ
」
、
「
ゅ
」
、
「
ょ
」
、

「
ャ
」
、
「
ュ
」
又
は
「
ョ
」

そ
れ
ぞ
れ
「
っ
」
又
は
「
ッ
」

一　

章
、
節
、
条
、
表
及
び
様
式
の
番
号
と
し
て
用
い
ら
れ

　

て
い
る
漢
数
字

二　

号
番
号
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

三　

号
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

　

い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

　

る
当
該
文
字

四　

号
を
第
二
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

　

い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

　

る
当
該
文
字

五　

表
中
そ
の
内
容
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

　

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

　

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

六　

表
中
そ
の
内
容
を
第
二
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

　

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

　

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

七　

漢
数
字
（
一
の
項
及
び
二
の
項
に
定
め
る
も
の
及
び
次

　

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

　

イ　

固
有
名
詞
の
一
部
又
は
全
部
を
な
し
て
い
る
も
の

　

ロ　

熟
語
の
一
部
を
な
し
て
い
る
も
の

　

ハ　

数
量
又
は
順
序
を
示
す
意
味
が
薄
く
他
の
数
字
に
置

　
　

き
換
え
て
の
表
現
が
み
ら
れ
な
い
も
の

　

ニ　

数
字
の
表
記
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
万
又
は
億
で

　
　

当
該
数
字
が
百
万
以
上
の
数
を
示
す
場
合
の
当
該
万
又

　
　

は
億

ア
ラ
ビ
ア
数
字

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数

字五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
五
十
音
順
に

よ
る
片
仮
名

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数

字五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名

ア
ラ
ビ
ア
数
字
（
漢
数
字
を
区
切
る

読
点
は
削
り
、
三
け
た
ご
と
に
コ
ン

マ
に
よ
っ
て
区
切
る
と
と
も
に
、
小

数
点
を
表
す
中
点
は
ピ
リ
オ
ド
に
改

め
る
。
）



２　

前
項
の
表
七
の
項
か
ら
十
二
の
項
ま
で
の
規
定
は
縦
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
様
式
に
つ
い
て
、

　

同
表
三
の
項
か
ら
六
の
項
ま
で
及
び
八
の
項
か
ら
十
四
の
項
ま
で
の
規
定
は
法
令
の
規
定
を
引
用
す
る

　

部
分
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３　

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
。

　

（
雑
則
）

第
四
条　

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

熊
本
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
四
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
庁
各
課
（
室
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

各

地

方

機

関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

各

県

立

学

校

　

熊
本
県
教
育
委
員
会
訓
令
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
教
育
委
員
会
委
員
長　

今　

村　

潤　

子

　
　
　

熊
本
県
教
育
委
員
会
訓
令
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
訓
令

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
訓
令
は
、
こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
定
め
ら
れ
て
い
る
訓
令
（
以
下
「
既
存
訓
令
」
と

　

い
う
。
）
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
形
式
の
改
正
）

第
二
条　

既
存
訓
令
の
形
式
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

　

一　

既
存
訓
令
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
訓
令
（
以
下
「
改
正
後
訓
令
」
と

　
　

い
う
。
）
に
お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
訓
令
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
訓
令
に
お
け
る
左
方
と
す
る
。

　

二　

改
正
後
訓
令
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
配
置
は
、
既
存
訓
令
に
お
け
る

　
　

文
字
の
配
置
と
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
は
、
既
存
訓
令
に
お
い
て
縦
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
様
式
並
び
に
既
に
左
横
書
き

　

の
形
式
を
と
っ
て
い
る
表
及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

　

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条　

既
存
訓
令
中
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
に

　

改
め
る
。

平成14年 3月29日　金曜 熊 本 県 公 報 第 1  0  8  1  8号 68

八　

左
（
文
面
上
の
位
置
又
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い
ら

れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

九　

右
（
文
面
上
の
位
置
又
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い
ら

れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

十　

左
記

十
一　

上
欄

十
二　

下
欄

十
三　

よ
う
音
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
や
」
、
「
ゆ
」
、

　

「
よ
」
、
「
ヤ
」
、
「
ユ
」
又
は
「
ヨ
」

十
四　

促
音
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
つ
」
又
は
「
ツ
」

次上
記

下
記

左
欄

右
欄

そ
れ
ぞ
れ
「
ゃ
」
、
「
ゅ
」
、
「
ょ
」
、

「
ャ
」
、
「
ュ
」
又
は
「
ョ
」

そ
れ
ぞ
れ
「
っ
」
又
は
「
ッ
」

一　

章
、
節
、
条
、
表
及
び
様
式
の
番
号
と
し
て
用
い
ら
れ

　

て
い
る
漢
数
字

二　

号
番
号
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

三　

号
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

　

い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

　

る
当
該
文
字

四　

号
を
第
二
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

　

い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

　

る
当
該
文
字

五　

表
中
そ
の
内
容
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

　

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

　

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

六　

表
中
そ
の
内
容
を
第
二
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

　

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

　

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

七　

漢
数
字
（
一
の
項
及
び
二
の
項
に
定
め
る
も
の
及
び
次

　

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

　

イ　

固
有
名
詞
の
一
部
又
は
全
部
を
な
し
て
い
る
も
の

　

ロ　

熟
語
の
一
部
を
な
し
て
い
る
も
の

　

ハ　

数
量
又
は
順
序
を
示
す
意
味
が
薄
く
他
の
数
字
に
置

　
　

き
換
え
て
の
表
現
が
み
ら
れ
な
い
も
の

　

ニ　

数
字
の
表
記
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
万
又
は
億
で

　
　

当
該
数
字
が
百
万
以
上
の
数
を
示
す
場
合
の
当
該
万
又

　
　

は
億

ア
ラ
ビ
ア
数
字

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数

字五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
五
十
音
順
に

よ
る
片
仮
名

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数

字五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名

ア
ラ
ビ
ア
数
字
（
漢
数
字
を
区
切
る

読
点
は
削
り
、
三
け
た
ご
と
に
コ
ン

マ
に
よ
っ
て
区
切
る
と
と
も
に
、
小

数
点
を
表
す
中
点
は
ピ
リ
オ
ド
に
改

め
る
。
）



２　

前
項
の
表
七
の
項
か
ら
十
二
の
項
ま
で
の
規
定
は
縦
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
様
式
に
つ
い
て
、

　

同
表
三
の
項
か
ら
六
の
項
ま
で
及
び
八
の
項
か
ら
十
四
の
項
ま
で
の
規
定
は
法
令
の
規
定
を
引
用
す
る

　

部
分
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３　

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
。

　

（
雑
則
）

第
四
条　

こ
の
訓
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

熊
本
県
教
育
委
員
会
告
示
第
四
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
庁
各
課
（
室
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

各

地

方

機

関　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

各

県

立

学

校

　

熊
本
県
教
育
委
員
会
告
示
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
教
育
委
員
会
委
員
長　

今　

村　

潤　

子

　
　
　

熊
本
県
教
育
委
員
会
告
示
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規
程

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
程
は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
際
現
に
定
め
ら
れ
て
い
る
告
示
（
以
下
「
既
存
告
示
」
と

　

い
う
。
）
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
形
式
の
改
正
）

第
二
条　

既
存
告
示
の
形
式
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

　

一　

既
存
告
示
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
告
示
（
以
下
「
改
正
後
告
示
」
と

　
　

い
う
。
）
に
お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
告
示
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
告
示
に
お
け
る
左
方
と
す
る
。

　

二　

改
正
後
告
示
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
配
置
は
、
既
存
告
示
に
お
け
る

　
　

文
字
の
配
置
と
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
は
、
既
存
告
示
に
お
い
て
縦
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
様
式
並
び
に
既
に
左
横
書
き

　

の
形
式
を
と
っ
て
い
る
表
及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

　

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条　

既
存
告
示
中
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
に

　

改
め
る
。

平成14年 3月29日　金曜 熊 本 県 公 報 第 1  0  8  1  8号69

八　

左
（
文
面
上
の
位
置
又
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い
ら

　

れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

九　

右
（
文
面
上
の
位
置
又
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い
ら

　

れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

十　

左
記

十
一　

上
欄

十
二　

下
欄

十
三　

よ
う
音
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
や
」
、
「
ゆ
」
、

　

「
よ
」
、
「
ヤ
」
、
「
ユ
」
又
は
「
ヨ
」

十
四　

促
音
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
つ
」
又
は
「
ツ
」

次上
記

下
記

左
欄

右
欄

そ
れ
ぞ
れ
「
ゃ
」
、
「
ゅ
」
、
「
ょ
」
、

「
ャ
」
、
「
ュ
」
又
は
「
ョ
」

そ
れ
ぞ
れ
「
っ
」
又
は
「
ッ
」

一　

章
、
節
、
条
、
表
及
び
様
式
の
番
号
と
し
て
用
い
ら
れ

　

て
い
る
漢
数
字

二　

号
番
号
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

三　

号
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

　

い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

　

る
当
該
文
字

四　

号
を
第
二
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

　

い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

　

る
当
該
文
字

五　

表
中
そ
の
内
容
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

　

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

　

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

六　

表
中
そ
の
内
容
を
第
二
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

　

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

　

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

七　

漢
数
字
（
一
の
項
及
び
二
の
項
に
定
め
る
も
の
及
び
次

　

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

　

イ　

固
有
名
詞
の
一
部
又
は
全
部
を
な
し
て
い
る
も
の

　

ロ　

熟
語
の
一
部
を
な
し
て
い
る
も
の

　

ハ　

数
量
又
は
順
序
を
示
す
意
味
が
薄
く
他
の
数
字
に
置

　
　

き
換
え
て
の
表
現
が
み
ら
れ
な
い
も
の

　

ニ　

数
字
の
表
記
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
万
又
は
億
で

　
　

当
該
数
字
が
百
万
以
上
の
数
を
示
す
場
合
の
当
該
万
又

　
　

は
億

ア
ラ
ビ
ア
数
字

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数

字五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
五
十
音
順
に

よ
る
片
仮
名

左
右
を
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数

字五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名

ア
ラ
ビ
ア
数
字
（
漢
数
字
を
区
切
る

読
点
は
削
り
、
三
け
た
ご
と
に
コ
ン

マ
に
よ
っ
て
区
切
る
と
と
も
に
、
小

数
点
を
表
す
中
点
は
ピ
リ
オ
ド
に
改

め
る
。
）



２　

前
項
の
表
七
の
項
か
ら
十
二
の
項
ま
で
の
規
定
は
縦
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
様
式
に
つ
い
て
、

　

同
表
三
の
項
か
ら
六
の
項
ま
で
及
び
八
の
項
か
ら
十
四
の
項
ま
で
の
規
定
は
法
令
の
規
定
を
引
用
す
る

　

部
分
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３　

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
。

　

（
雑
則
）

第
四
条　

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

熊
本
県
立
装
飾
古
墳
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
教
育
委
員
会
委
員
長　

今　

村　

潤　

子　
　
　

熊
本
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号

　
　
　

熊
本
県
立
装
飾
古
墳
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
立
装
飾
古
墳
館
条
例
施
行
規
則
（
平
成
三
年
熊
本
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

歴
史
公
園
鞠
智
城
・
温
故
創
生
館
（
以
下
「
温
故
創
生
館
」
と
い
う
。
）
に
文
化
財
整
備
交
流
課
を

　

置
く
。

　

第
三
条
総
務
課
の
項
第
五
号
中
「（
以
下
「
施
設
等
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第
六
号
中
「
学

芸
課
」
の
下
に
「
、
文
化
財
整
備
交
流
課
」
を
加
え
、
同
項
第
七
号
中
「
学
芸
課
」
の
下
に
「
及
び
文
化

財
整
備
交
流
課
」
を
加
え
、
同
条
学
芸
課
の
項
第
一
号
中
「
「
資
料
」
」
を
「
「
装
飾
古
墳
資
料
」
」
に

改
め
、
同
項
第
二
号
及
び
第
四
号
中
「
資
料
」
を
「
装
飾
古
墳
資
料
」
に
改
め
、
同
条
学
芸
課
の
項
の
次

に
次
の
項
を
加
え
る
。

　
　

文
化
財
整
備
交
流
課

　

一　

温
故
創
生
館
及
び
鞠
智
城
跡
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

温
故
創
生
館
並
び
に
鞠
智
城
跡
の
施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

鞠
智
城
跡
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
古
代
文
化
に
関
す
る
資
料（
以
下「
鞠
智
城
跡
資
料
」と
い
う
。
）

　
　

の
収
集
、
保
存
、
展
示
及
び
専
門
的
な
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

鞠
智
城
跡
資
料
に
関
す
る
知
識
の
普
及
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

鞠
智
城
跡
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

鞠
智
城
跡
の
発
掘
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
条
第
一
項
中
「
装
飾
古
墳
館
」
の
下
に
「
及
び
温
故
創
生
館
」
を
加
え
る
。

　

第
六
条
第
六
号
中
「
資
料
」
を
「
装
飾
古
墳
資
料
、
鞠
智
城
跡
資
料
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５　

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
館
長
専
決
事
項
の
う
ち
、
あ
ら
か
じ
め
館
長
が
指
定
し
た
事
項
に
つ

　

い
て
は
、
副
館
長
が
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項
第
一
号
、
同
項
第
三
号
中
「
装
飾
古
墳
館
」
の
下

に
「
及
び
温
故
創
生
館
」
を
加
え
る
。

　

第
十
四
条
中
「
及
び
施
設
等
」
を
「
並
び
に
装
飾
古
墳
館
及
び
温
故
創
生
館
の
施
設
及
び
設
備
」
に
改

め
る
。

　

第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
十
六
条
中
「
装
飾
古
墳
館
」
の
下
に
「
及
び
温
故
創
生
館
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

熊
本
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
一
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
庁
各
課　

（
室
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

各

地

方

機

関　
　
　

　

熊
本
県
生
涯
学
習
事
務
所
処
務
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
教
育
委
員
会
委
員
長　

今　

村　

潤　

子　
　
　

　
　
　

熊
本
県
生
涯
学
習
事
務
所
処
務
規
程

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
程
は
、
熊
本
県
生
涯
学
習
事
務
所
（
以
下
「
事
務
所
」
と
い
う
。
）
の
処
務
に
関
し
、

　

必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
分
掌
事
務
）
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八　

左
（
文
面
上
の
位
置
又
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い
ら

　

れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

九　

右
（
文
面
上
の
位
置
又
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い
ら

　

れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

十　

左
記

十
一　

上
欄

十
二　

下
欄

十
三　

よ
う
音
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
や
」
、
「
ゆ
」
、

　

「
よ
」
、
「
ヤ
」
、
「
ユ
」
又
は
「
ヨ
」

十
四　

促
音
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
つ
」
又
は
「
ツ
」

次上
記

下
記

左
欄

右
欄

そ
れ
ぞ
れ
「
ゃ
」
、
「
ゅ
」
、
「
ょ
」
、

「
ャ
」
、
「
ュ
」
又
は
「
ョ
」

そ
れ
ぞ
れ
「
っ
」
又
は
「
ッ
」



第
二
条　

事
務
所
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

公
印
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

所
属
職
員
の
人
事
及
び
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

文
書
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

経
理
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

財
産
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

生
涯
学
習
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

学
習
の
機
会
の
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

　

八　

指
導
者
の
養
成
及
び
研
修
に
関
す
る
こ
と
。

　

九　

教
材
等
の
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

　

十　

そ
の
他
生
涯
学
習
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

（
職
員
の
職
）

第
三
条　

吏
員
の
職
と
し
て
役
付
職
員
の
職
、
一
般
職
員
の
職
及
び
専
門
的
職
員
の
職
を
置
く
。

２　

役
付
職
員
の
職
及
び
一
般
職
員
の
職
は
第
一
表
に
、
専
門
的
職
員
の
職
は
第
二
表
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

　

第
一
表

　

第
二
表

　

（
職
務
）

第
四
条　

所
長
は
、
熊
本
県
教
育
委
員
会
の
命
を
受
け
、
所
務
を
掌
理
し
、
所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

２　

次
長
は
、
所
長
の
命
を
受
け
、
所
長
を
補
佐
す
る
。

３　

生
涯
学
習
審
議
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
生
涯
学
習
に
関
す
る
特
命
事
項
を
審
議
す
る
。

４　

主
幹
及
び
参
事
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
担
任
事
務
を
処
理
す
る
。

５　

社
会
教
育
主
事
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
担
任
事
務
を
処
理
し
、
専
門
技
術
的
な
助
言
及
び
指
導
を

　

行
う
。

６　

一
般
社
員
の
職
に
あ
る
職
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
担
任
事
務
に
従
事
す
る
。

　

（
専
決
事
項
）

第
五
条　

所
長
は
、
次
の
事
項
を
専
決
す
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

所
属
職
員
の
担
当
事
務
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

所
属
職
員
の
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

所
属
職
員
の
通
勤
手
当
及
び
住
居
手
当
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

所
属
職
員
の
旅
行
命
令
（
所
長
の
県
外
旅
行
命
令
を
除
く
。
）
及
び
当
該
旅
行
に
係
る
復
命
に
関

　
　

す
る
こ
と
。

　

五　

所
属
職
員
の
時
間
外
勤
務
等
の
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

熊
本
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
二
年
熊
本
県
条
例
第
六
十
五
号
）
第
十
一
条
か
ら
第
十
五
条
ま

　
　

で
の
規
定
に
よ
る
行
政
文
書
の
開
示
請
求
に
対
す
る
決
定
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

熊
本
県
情
報
公
開
条
例
附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
文
書
の
開
示
の
申
出
の
処
理
に
関
す
る

　
　

こ
と
。

　

八　

熊
本
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
二
年
熊
本
県
条
例
第
六
十
六
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ

　
　

る
個
人
情
報
の
開
示
請
求
に
対
す
る
決
定
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

九　

熊
本
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
個
人
情
報
の
訂
正
請
求
に
対
す
る
決
定

　
　

等
に
関
す
る
こ
と
。

　

十　

熊
本
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
の
是
正
の
申
出
に
対

　
　

す
る
通
知
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
一　

第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
所
掌
事
務
に
係
る
文
書
の
閲
覧
及
び

　
　

写
し
の
交
付
の
承
認
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
二　

そ
の
他
軽
易
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

　

（
代
決
）

第
六
条　

所
長
の
専
決
事
項
に
つ
い
て
、
所
長
が
不
在
で
あ
る
と
き
は
次
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
こ

　

と
が
で
き
る
。

２　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
長
が
不
在
で
あ
る
と
き
は
、
所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
者
が
そ
の

　

事
務
を
代
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
雑
則
）

第
七
条　

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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役
付
職
員
の
職

所

長

次

長

主

幹

参

時

一
般
職
員
の
職

主

任

主

事

主

事

役
付
職
員
の
職

生
涯
学
習
審
議
員

社
会
教
育
主
事

一
般
職
員
の
職

社
会
教
育
主
事
補



　

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
六
日
熊
本
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
十
三
号
（
熊
本
県
へ
き
地
手
当
等
に
関

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
）
中
に
誤
り
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

　

平
成
十
四
年
三
月
十
五
日
熊
本
県
告
示
第
百
九
十
二
号
（
熊
本
県
公
共
工
事
請
負
契
約
約
款
の
一
部
を

改
正
す
る
約
款
）
中
に
誤
り
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

　

平
成
十
四
年
三
月
十
五
日
熊
本
県
告
示
第
百
九
十
三
号
（
熊
本
県
公
共
工
事
関
係
業
務
委
託
契
約
約
款

の
一
部
を
改
正
す
る
約
款
）
中
に
誤
り
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

　

平
成
十
四
年
三
月
十
五
日
熊
本
県
告
示
第
百
九
十
四
号
（
熊
本
県
公
共
建
築
設
計
業
務
委
託
契
約
約
款

の
一
部
を
改
正
す
る
約
款
）
中
に
誤
り
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。
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ペ
ー
ジ

二
十
二

段上

正

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
一
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

誤

学
校
給

食
法
第

五
条
の

二
に
規

定
す
る

施
設

天
草
教
育
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掲
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